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消
費
生
活
に
関
す
る
意
識

向
上
と
団
体
の
活
動
成
果
を

発
表
す
る
場
と
し
て
、
隔
年

で
開
催
し
て
い
ま
す
。

【
日
程
】

28年

1月

22日

・

23日


【
会
場
】
新
宿
駅
西
口
広
場
イ

ベ
ン
ト
コ
ー
ナ
ー

【
対
象
】
区
内
を
主
な
活
動
場

所
と
し
て
「
消
費
者
問
題
」

「
食
」「
健
康
」「
環
境
」
の
消
費

生
活
に
関
す
る
分
野
に
つ
い

て
調
査
・
研
究
し
、
パ
ネ
ル
等

で
発
表
で
き
る
団
体
、

30団

体
程
度
。
開
催
ま
で

5～

6

回
の
実
行
委
員
会
に
参
加
し

て
い
た
だ
き
ま
す
。

【
申
込
み
】
事
前
連
絡
の
上
、

所
定
の
申
込
書
、
団
体
の
規

約
と
名
簿
、
活
動
内
容
と
実

績
が
分
か
る
資
料
を
、

4月

20日

ま
で
に
新
宿
消
費
生

活
セ
ン
タ
ー
（
〒

1
6
0・

0

0
2
2新

宿

5―

18―

21、

第

2分
庁
舎

3階
）

（

5
2

7
3）

3
8
3
4・


（

5
2

7
3）

3
1
1
0へ

郵
送
（
必

着
）・
フ
ァ
ッ
ク
ス
ま
た
は
お

持
ち
く
だ
さ
い
。
申
込
書
は

同
セ
ン
タ
ー
で
配
布
。
新
宿

区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
取

り
出
せ
ま
す
。

　
教
育
の
政
治
的
中
立
性
、
継
続
性
・
安
定

性
を
確
保
し
つ
つ
、
地
方
教
育
行
政
に
お
け

る
責
任
の
明
確
化
、
迅
速
な
危
機
管
理
体
制

の
構
築
、
区
長
と
教
育
委
員
会
と
の
連
携
の

強
化
を
図
る
た
め
、
法
改
正
が
行
わ
れ
ま
し

た
。

【
問
合
せ
】
教
育
調
整
課
管
理
係
（
本
庁
舎

4
階
）

（

5
2
7
3）

3
0
7
0へ

。

◆
教
育
委
員
長
と
教
育
長
の
一
本
化
◆

　
教
育
委
員
長
と
教
育
長
を
一
本
化
し
、
教

育
委
員
会
の
代
表
者
と
し
て
新
た
な
「
教
育

長
」
を
設
置
し
ま
す
。
新
た
な
教
育
長
は
、
区

議
会
の
同
意
を
得
て
区
長
が
任
命
し
、
任
期

は

3年
で
す
。
現
在
の
教
育
長
は
、
任
期
満

了
等
に
よ
り
退
職
す
る
ま
で
は
、
旧
制
度
の

教
育
長
と
し
て
引
き
続
き
在
職
し
ま
す
。

◆
教
育
に
関
す
る
大
綱
の
策
定
◆

　
新
宿
区
の
教
育
の
目
標
や
施
策
の
根
本
的

な
方
針
を
、
区
長
が
策
定
し
ま
す
。
総
合
教
育

会
議
で
区
長
と
教
育
委
員
会
と
で
内
容
を
協

議
し
、

27年
度
中
に
策
定
す
る
予
定
で
す
。

◆
総
合
教
育
会
議
の
設
置
◆

　
区
長
が
招
集
し
、
区
長
と
教
育
委
員
会
と

が
教
育
政
策
に
つ
い
て
話
し
合
う
場
で
す
。

27年
度
は

5回
程
度
開
催
す
る
予
定
で
す
。

　

第

1回
総
合
教
育
会
議

【
日
時
】

4月
15日


午
後

2時
か
ら

【
申
込
み
】
傍
聴
を
希
望
す
る
方
は
当
日
直

接
、
区
役
所
本
庁
舎

6階
第

2委
員
会
室
へ
。

【
問
合
せ
】
総
務
部
総
務
課
（
本
庁
舎

3階
）


（

5
2
7
3）

3
5
0
5へ

。

　
滞
納
し
て
い
る
方
に
は
、
督
促
状
や

催
告
書
を
お
送
り
し
て
い
ま
す
。
必
ず

指
定
期
限
ま
で
に
納
め
て
く
だ
さ
い
。

期
限
を
過
ぎ
て
納
付
も
連
絡
も
な

い
場
合
は
、
差
し
押
さ
え
な
ど
の
滞
納

処
分
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
一
括

納
付
が
困
難
な
方
は
、
こ
の
機
会
に
相

談
に
お
い
で
く
だ
さ
い
。
同
時
に
納
付

も
受
け
付
け
ま
す
。

区
役
所
の
開
庁
日
や
休
日
の
相
談

に
お
い
で
に
な
れ
な
い
方
は
、
催
告
書

等
に
記
載
の
電
話
番
号
に
必
ず
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

【
日
時
】

4月

19日

午
前

9時
～
午

後

4時

30分

【
会
場
・
問
合
せ
】
税
務
課
納
税
係
（
本

庁
舎

6階
）（

5
2
7
3）

4
5
0
8・

4
5
0
9・

4
5
3
8へ

。

※
当
日
は
、
区
役
所
第

1分
庁
舎

1階

入
口
（
靖
国
通
り
沿
い
）
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。
車
い
す
を
ご
使
用
の
方
は
、

事
前
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
新
宿
区
納
税
催
告
セ
ン
タ
ー
か
ら
、

電
話
で
納
付
確
認
の
ご
案
内
を
し
て

い
ま
す
。

4444444月月月月月月月

11111119999999日日日日日日日


休休休休休休休
日日日日日日日

納納納納納納納
税税税税税税税

相相相相相相相
談談談談談談談

　

4月
・

6月
・

8月
に
支
給
さ
れ
る
年
金
か
ら

引
き
落
と
し
（
天
引
き
）
に
な
る
保
険
料
の
お
知

ら
せ
を
、

4月

1日

に
発
送
し
ま
し
た
。

27年
度
の
保
険
料
は
、

26年
中
の
所
得
に
基

づ
い
て
決
ま
り
ま
す
。

26年
中
の
所
得
が
確
定

す
る
ま
で
の
間
、
国
民
健
康
保
険
料
は
、

27年

2

月
支
給
の
年
金
か
ら
引
き
落
と
さ
れ
た
金
額
と

同
額
を
引
き
落
と
し
ま
す
。
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
は
、

25年
中
の
所
得
を
も
と
に
調
整
し

た
金
額
を
引
き
落
と
し
ま
す
。

26年
中
の
所
得
の
確
定
後
に
改
め
て

27年
度

の
保
険
料
を
計
算
し
、
国
民
健
康
保
険
料
は

6

月
中
旬
に
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は

7月

中
旬
に
、
お
知
ら
せ
す
る
予
定
で
す
。

※
保
険
料
の
支
払
い
が
「
年
金
引
き
落
と
し
」
以

外
の
方
の

27年
度
の
保
険
料
額
も
同
様
に
、
国

民
健
康
保
険
料
は

6月
中
旬
に
、
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
は

7月
中
旬
に
、
お
知
ら
せ
す
る

予
定
で
す
。

　

「
年
金
引
き
落
と
し
」
か
ら

　
「
口
座
振
替
」
へ
の
変
更

　
保
険
料
の
支
払
い
は
、
申
し
出
に
よ
り

8月

以
降
、「
年
金
引
き
落
と
し
」
か
ら
「
口
座
振
替
」

に
変
更
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
ご
希
望
の
方

は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】
▼
国
民
健
康
保
険
料
の
算
定
…
医
療

保
険
年
金
課
国
保
資
格
係

（

5
2
7
3）

4
1

4
6、

▼
国
民
健
康
保
険
料
の
口
座
振
替
…
医

療
保
険
年
金
課
国
保
収
納
係

（

5
2
7
3）

4

1
5
8、

▼
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
…
高
齢

者
医
療
担
当
課
高
齢
者
医
療
係

（

5
2
7
3）

4
5
6
2（

い
ず
れ
も
本
庁
舎

4階
）
へ
。

幼稚園・保育園等の

保育料を決定しました

新宿区くらしを守る
消費生活展

4月から

霊柩車運送料金が

改定されました

　
区
民
葬
儀
は
、
亡
く
な
っ
た
方
ま

た
は
葬
儀
を
行
う
方
が

23区
に
お
住

ま
い
の
場
合
に
、
葬
儀
の
一
部
を

23

区
統
一
の
協
定
料
金
で
利
用
で
き
る

制
度
で
す
。

戸
籍
住
民
課
ま
た
は
特
別
出
張
所

へ
死
亡
届
を
提
出
し
、
区
民
葬
儀
券

の
交
付
を
受
け
て
、
区
民
葬
儀
取
扱

指
定
店
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】
戸
籍
住
民
課
戸
籍
係
（
本

庁
舎

1階
）

（

5
2
7
3）

3
5
0

6へ
。
詳
し
く
は
、
戸
籍
住
民
課
・
特

別
出
張
所
で
配
布
の
チ
ラ
シ
・
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
、
新
宿
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
ご
案
内
し
て
い
ま
す
。

改定後の運送料金（税抜き）

10kmまで 20kmまで 30kmまで

宮型

指定車
30,250円 35,750円 41,250円

普通

霊柩車
14,160円 17,760円 21,360円

区民
葬儀

防
災

対
策

の
た

め
の

工
事

費
を

助
成

し
ま

す

災
害

に
強
い

ま
ち
づ
く
り

を
応

援

　
区
で
は
、
災
害
に
強
い
、
逃
げ
な
い
で
す
む
安
全
な
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し

て
防
災
対
策
の
た
め
の
工
事
費
を
助
成
し
て
い
ま
す
。
助
成
の
要
件
や
手
続

き
の
方
法
等
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】
建
築
指
導
課
構
造
設
備
担
当
（
本
庁
舎

8階
）

（

5
2
7
3）

3
7

4
5・


（

3
2
0
9）

9
2
2
7へ

。

　
幼
児
期
の
学
校
教
育
や
保

育
、
地
域
の
子
育
て
支
援
の

量
の
拡
充
や
質
の
向
上
を
進

め
る
こ
と
を
目
的
に
、

4月

か
ら
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

新
制
度
が
始
ま
り
ま
し
た
。

新
制
度
で
は
、
保
育
料
は
、

世
帯
の
所
得
の
状
況
等
に
応

じ
た
額
で
あ
る
こ
と
と
し
、

区
市
町
村
民
税
額
に
基
づ
い

て
階
層
を
決
定
し
ま
す
。

区
で
は
、
こ
の
考
え
方
に

基
づ
き
、
こ
れ
ま
で
の
負
担

水
準
と
の
均
衡
を
図
る
こ
と

を
基
本
に
、
幼
稚
園
・
保
育
園

等
の
保
育
料
を
決
定
し
ま
し

た
。

こ
れ
ま
で
一
律
だ
っ
た
保

育
ル
ー
ム
や
保
育
マ
マ
の
保

育
料
も
、
世
帯
の
所
得
の
状

況
等
に
応
じ
た
も
の
と
し
て

い
ま
す
。
新
し
い
保
育
料
は
、

新
宿
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご

案
内
し
て
い
ま
す
。

【
問
合
せ
】
▼
保
育
園
、
子
ど

も
園
の
保
育
料
…
保
育
園
子

ど
も
園
課
入
園
・
認
定
係
（
本

庁
舎

2階
）

（

5
2
7
3）

4
5
2
7、

▼
幼
稚
園
の
保

育
料
…
学
校
運
営
課
保
健
給

食
・
幼
稚
園
係
（
第

1分
庁
舎

4階
）

（

5
2
7
3）

3
1

0
3へ

。

子ども･子育て支援新制度における

教育委員会制度が

変わりました

擁
壁
・
が
け
等
の

新
設
・
造
り
替
え

　
擁
壁
等
を
新
設
ま
た
は
造
り
替
え

る
工
事
の
費
用
を
一
部
助
成
し
て
い

ま
す
。
高
さ

1.5
m以

上
の
擁
壁
等
の

所
有
者
等
に
、
工
事
の
ア
ド
バ
イ
ス

を
す
る
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
も
無
料
で

派
遣
し
て
い
ま
す
。

　

助
成
の
対
象
者

　
擁
壁
等
の
所
有
者
等
で
一
定
の

要
件
に
該
当
す
る
方
（
個
人
、
中
小
企

業
、マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
組
合
等
）

　

対
象
と
な
る
擁
壁
等

▼
高
さ
が

5ｍ
以
上

▼
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
・
箇
所

に
あ
り
、
高
さ
が

1.5ｍ
以
上

▼
緊
急
輸
送
道
路
等
の
沿
道
に
あ

り
、
高
さ
が

1.5ｍ
以
上

※
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
・
箇
所
、

緊
急
輸
送
道
路
等
は
新
宿
区
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
ご
案
内
し
て
い
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
工
事

　
新
設
ま
た
は
造
り
替
え
で
、
不
動

産
譲
渡
を
目
的
と
し
な
い
も
の

※
補
修
は
対
象
外
で
す
。

　

助
成
金
額

　
工
事
費
の

3分
の

1を
限
度
（
上

限
額
は
左
表
参
照
）

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
改
修

　
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
改
修
工
事
費
の

一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

　

助
成
の
対
象
者

　
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
が
設
置
さ
れ
て
い

る
建
築
物
の
所
有
者
等
で
一
定
の
要

件
に
該
当
す
る
方
（
個
人
、
中
小
企

業
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
組
合
等
）

　

対
象
と
な
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

　
多
く
の
方
が
利
用
す
る
建
築
物（
ホ

テ
ル
・
事
務
所
・
店
舗
・
共
同
住
宅
等

で
延
べ
面
積
が

1千
㎡
以
上
、
地
上

3階
以
上
の
耐
火
建
築
物
ま
た
は
準

耐
火
建
築
物
）
に
設
置
さ
れ
た
エ
レ

ベ
ー
タ
ー

※
ほ
か
に
も
要
件
が
あ
り
ま
す
。
詳

し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

対
象
と
な
る
工
事

　
次
の
全
て
の
防
災
対
策
を
行
う
改

修
工
事

▼

P波
感
知
型
地
震
時
管
制
運
転
装

置
の
設
置

▼
主
要
機
器
の
耐
震
補
強
（
耐
震
ク

ラ
ス
Ａ

14）

▼
戸
開
き
走
行
保
護
装
置
の
設
置

　

助
成
金
額

　
防
災
対
策
の
た
め
の
改
修
工
事
費

×

23％
×

3分
の

2を
限
度
（
上
限

額
は

46万
円
）

改修後の

擁壁の高さ
助成上限額

1.5m～2.0m未満 100万円

2.0m～3.0m未満 200万円

3.0m～5.0m未満 300万円

5.0m以上 600万円

特
別
区
民
税
・
都
民
税
を

滞
納
し
て
い
る
方
は
相
談
を

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料が

年金から引き落とされている方へ

222222777777年年年年年年度度度度度度のののののの保保保保保保険険険険険険料料料料料料ののののののおおおおおお知知知知知知ららららららせせせせせせををををををおおおおおお送送送送送送りりりりりりししししししままままままししししししたたたたたた

参加団体を募集
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